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平成２９年第３回川本町議会臨時会会議録

（第１日目）平成２９年８月２日 午後２時００分開議

議 長 定刻となりましたので、ただいまより本会議を開きます。

本日、第３回臨時会が招集されましたところ、ご出席をいただき、ありが

とうございます。

ただいまの出席議員数は、９名であります。 定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。

々 なお、お知らせしておきますが、執行部の湯浅町民生活課長より、職務の

ため、欠席届が提出されており、中嶋課長補佐が代理出席しますのでご報告

致します。

々 これより、平成２９年第３回川本町議会臨時会を開会します。

それではただちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりです。

々 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行ないます。

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により議長におきまして、

６番飯田議員、７番大畑議員を指名します。

々 日程第２、「会期の決定」の件を議題とします。

本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、本臨時会の会期は、本日１日間とすることに決定しました。

々 お諮りします。

本議会における会議録の作成において、発言中の単純な言い間違いなどの

訂正については、会議規則第６３条の規定により、発言の趣旨を変更しなけ

れば訂正できることになっています。

これに該当する訂正については、議長において訂正することにご異議あり

ませんか。
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議 長 （「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、そのように「決定」しました。

々 日程第３、「町長あいさつ」を行います。番外三宅町長。

番外 猛暑が続いておりますが、本日、平成２９年第３回町議会臨時会を招集致

三宅町長 しましたところ、議員の皆さまには万障お繰り合わせの上、ご出席を賜り誠

にありがとうございます。はじめに、この度、九州北部を襲った豪雨により

犠牲になられました皆様に哀悼の意を表しますと共に、被災された皆様にお

見舞いを申し上げます。５日には島根県でも初めてとなります大雨特別警報

が邑南町をはじめ、県西部の２市２町に発表されたところであります。本町

は大きな災害も無く安堵したところでございますが、この種の災害は、どん

な形で、どんな規模で起きるのか予測できないものであります。災害は忘れ

た頃にやってくると言われますが、本町は４７年災害から４５年以上経過し

ておりまして、町民の防災意識にも温度差が出てきております。自分の命は

自分で守る、地域で守るを基本に、日頃の訓練と備えが非常に大切でありま

して、この度の町の防災訓練に参加しなかった自治会につきましては、個別

に自主防災意識の向上を諮っていきたいというふうに考えております。株式

会社三協の工場建設も始まり、来年４月から川本町に新たな人・物・金・情

報の流れが生まれ、様々な業界も相乗効果を発揮し、町全体が大きく活性化

する事を期待しております。土曜日には、ええなぁまつりが町外からも大勢

お越しいただき、花火大会も盛大に開催する事が出来ました。また、川本中

学校吹奏楽部が県大会「金賞」を受賞し、２年連続で中国大会への出場を決

定致しました。こうした事に改めて川本町の伝統を感じるところであります。

まだまだ暑い日が続きますが、議員の皆様には健康にご留意いただき、ご活

躍を願うところでございます。

本日、ご提案申し上げます案件は３件でございます。よろしくご審議いた

だき、ご認定いただきますようお願い申し上げまして挨拶と致します。よろ

しくお願い致します。

議 長 以上で、「町長あいさつ」を終ります。

々 それでは、執行部から、議案の提案理由の説明を求めますが、今議会にお

きましては、事務局長並びに提案者からの議案書の朗読は省略します。
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議 長 日程第４「議案第６１号、工事請負契約の締結について」を議題と致しま

す。

執行部より提案理由の説明を求めます。番外宇山地域整備課長。

番外宇山地 失礼いたします。それでは、「議案第６１号、工事請負契約の締結につい

域整備課長 て」、説明いたします。

本議案は、平成２９年７月２８日、指名競争に付した平成２９年度社会資

本整備総合交付金事業、町道三原古市線第１工区道路工事について、請負契

約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。

契約の目的、平成２９年度社会資本整備総合交付金事業、町道三原古市線

第１工区道路工事。

契約の方法、指名競争入札。

契約の金額、６５，８８５，４００円。

契約の相手方、島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２番地１。オーサン・

小畑・松 井建設共同企業体、代表者、株式会社オーサン代表取締役甚田 尚。
こ は た しようせい じんた ひさし

工期、着工日、契約が成立した日の翌日。

完成日、平成３０年３月３１日。

以上、ご承認のほど、よろしくお願い致します。

議 長 以上で提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

々 これより採決に入ります。この採決は、挙手により行います。

々 「議案第６１号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手、「全員」であります。

々 よって、「議案第６１号」は原案のとおり、「決定」しました。
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議 長 次に、日程第５、「議案第６２号、工事請負契約の締結について」を議題

と致します。

執行部より提案理由の説明を求めます。番外宇山地域整備課長。

番外宇山地 失礼いたします。それでは、「議案第６２号、工事請負契約の締結につい

域整備課長 て」説明いたします。

本議案は、平成２９年７月２８日指名競争入札に付した、平成２９年度社

会資本整備総合交付金事業、町道三原古市線第２工区道路工事について。

請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。

契約の目的、平成２９年度社会資本整備総合交付金事業。町道三原古市線

第２工区道路工事。

契約の方法、指名競争入札。契約の金額、１００，４６１，６００円。

契約の相手方、島根県邑智郡川本町大字谷戸２９０８番地７。江ノ川開発
ごうのかわ

・大鵬・新和建設共同企業体。代表者、株式会社江ノ川開発、代表取締役、山口
たいほう しん わ やまぐち

嘉夫。
よし お

工期、着工日、契約が成立した日の翌日。

完成日、平成３０年３月３１日。

以上、ご承認のほど、よろしくお願い致します。

議 長 以上で提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

ありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は、挙手により行います。

々 「議案第６２号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手、「全員」であります。
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議 長 よって、「議案第６２号」は原案のとおり、「決定」しました。

々 次に、日程第６、「議案第６３号、財産の処分について」を議題と致しま

す。

執行部より提案理由の説明を求めます。番外高良産業振興課長。

番外高良産 「議案第６３号、財産の処分について」、ご説明申し上げます。

業振興課長 本議案は、誘致企業が町有地を取得し、新たに工場を立地するため、地方

自治法第９６条第１項第８号及び、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。

概要ですが、処分する土地は、川本町大字南佐木９９３番１の宅地で、面

積は１０，６７３．２０㎡。金額は５３，２４６，９９８円。

相手方は、静岡県富士市伝法５７３－１３。株式会社三協、代表取締役社
でんぽう

長 石川 俊光でございます。
いしかわ としみつ

仮契約は、平成２９年７月１２日に交わしております。２枚目に平面図を

付けておりますので、併せてご覧下さいませ。

この度の処分金額の考え方でございますが、７月１０日の全員協議会でご

説明をさせていただいておりますが、２８年度、２９年度の造成に掛かる経

費相当額で、大字ごとに売却を進めて参ります。この度は、合筆登記が終わ

った、大字南佐木分について、現在見込まれる経費１０６，９４３，０００

円を面積按分し、金額を出しております。また、残る大字田窪分につきまし

ては、今年度、第２期の造成工事が終わり次第、合筆等を行い金額を精算し

て参ります。

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。

議 長 以上で提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。
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議 長 これより採決に入ります。この採決は、挙手により行います。

々 「議案第６３号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手、「全員」であります。

々 よって、「議案第６３号」は原案のとおり、「決定」しました。

々 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。

々 これをもって、平成２９年第３回川本町議会臨時会を閉会します。

お疲れ様でした。

（午後２時１６分）

この会議録は、川本町議会事務局長 櫻本 博志 が記載したもので、その内容に

おいて、正確である旨を証するためここに署名をする。

川本町議会議長

川本町議会議員

川本町議会議員


